
四日市市立こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和５年１２月２５日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市条例第３６号 

四日市市立こども園条例の一部を改正する条例 

 四日市市立こども園条例（平成２８年四日市市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

 （略） 

四日市市立桜こども園  （略） 

四日市市立富洲原こども園 四日市市富州原町３１番３５号 

四日市市立八郷こども園 四日市市あかつき台一丁目２番地８９ 

四日市市立下野こども園 四日市市朝明町４９８番地１ 
 

  

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

 （略） 

四日市市立桜こども園  （略） 
 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 （四日市市立保育所条例の一部改正） 

２ 四日市市立保育所条例（昭和２６年四日市市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

四日市市立羽津保育園  （略） 

 （略） 

四日市市立あがた保育園  （略） 

四日市市立下野保育園  （略） 

 （略） 

  

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

四日市市立富洲原保育園 四日市市富州原町３１番３５号 

四日市市立羽津保育園 （略） 

（略） 

四日市市立あがた保育園  （略） 

四日市市立八郷西保育園 四日市市あかつき台一丁目２番地８９ 

四日市市立下野中央保育園 四日市市朝明町４９８番地１ 

四日市市立下野保育園  （略） 

 （略） 

  

 

（四日市市立幼稚園条例の一部改正） 

３ 四日市市立幼稚園条例（昭和２８年四日市市条例第２５号）の一部を次のように



改正する。 

 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

四日市市立四日市幼稚園 （略） 

四日市市立海蔵幼稚園  （略） 

 （略） 

四日市市立内部幼稚園  （略） 

四日市市立三重幼稚園 （略） 

 （略） 

四日市市立笹川中央幼稚園 （略） 

  

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

四日市市立四日市幼稚園  （略） 

四日市市立富田幼稚園 四日市市富田一丁目２４番２６号 

四日市市立海蔵幼稚園  （略） 

 （略） 

四日市市立内部幼稚園  （略） 

四日市市立川島幼稚園 四日市市川島町１７２５番地 

四日市市立三重幼稚園 （略） 

 （略） 

四日市市立笹川中央幼稚園 （略） 

四日市市立三重西幼稚園  四日市市三重三丁目１３０番地 

  

（こども未来部保育幼稚園）  


